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Ⅰ 共通編 

１．総則 
 
１．１ 一般事項 
 
1.1.1～1.1.9（略） 

 
1.1.10 設計図書の照査等 

１（略） 
２．受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書

第 19 条第１項第１号から第５号に係る設計図書の照査を行い、該当

する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面

により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料

とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むも

のとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明または書面

の追加の要求があった場合は従わなければならない。 
  ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約

書第２０条によるものとし、監督職員からの指示によるものとする。 
３（略） 
 
1.1.11 工事の一時中止 

１・２（略） 
３．前１項及び２項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合

は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督職員を通じて

Ⅰ 共通編 

１．総則 
 

１．１ 一般事項 
 
1.1.1～1.1.9（略） 

 
1.1.10 設計図書の照査等 

１（略） 
２．受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書

第 19 条第１項第１号から第５号に係る設計図書の照査を行い、該当

する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面

により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料

とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むも

のとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明または書面

の追加の要求があった場合は従わなければならない。 
 
 
３（略） 
 

1.1.11 工事の一時中止 

１・２（略） 
３．前１項及び２項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合

は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督職員を通じて

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（変更） 
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発注者に提出し、協議するものとする。また、受注者は工事の再開に

備え工事現場を保全しなければならない。 
 
1.1.12～1.1.25（略） 
 
１．２ 工事施工 
 
1.2.1～1.2.4（略） 

 
1.2.5 施工計画書 

１・２（略） 
３．受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合（工期や数

量等の軽微な変更は除く）には、その都度、当該工事に着手する前に

変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなけ

ればならない。 
４（略） 
 
1.2.6～1.2.22（略） 
 
1.2.23 コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録 

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円

以上の工事について、工事実績情報システム(ＣＯＲＩＮＳ)に基づき、

受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のた

めの確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職

員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を

発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の再開

に備え工事現場を保全しなければならない。 
 

1.1.12～1.1.25（略） 
 

１．２ 工事施工 

 

1.2.1～1.2.4（略） 

 
1.2.5 施工計画書 

１・２（略） 
３．受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その

都度、当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工

計画書を監督職員に提出しなければならない。 
 
４（略） 

 

1.2.6～1.2.22（略） 
 

1.2.23 ＣＯＲＩＮＳへの登録 

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円

以上の工事について、工事実績情報システム(ＣＯＲＩＮＳ)に基づき、

受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認

のお願い」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、

土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（変更） 
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除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、

日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、

日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申

請をしなければならない。 
登録対象は、工事請負代金 500 万円以上（単価契約の場合は契約総

額）の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録す

るものとする。 
また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監

督職員にメール送信される。 
なお、変更時と完成時の間が 10 日間（土曜日、日曜日、祝日等を

除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。 
また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても

同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認

を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。 

 

更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成

時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正

時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。 
登録対象は、工事請負代金 500 万円以上（単価契約の場合は契約総

額）の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録す

るものとする。 
なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うもの

とし、工事請負代金額のみ変更の場合は、原則として登録を必要とし

ない。 
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、

速やかに監督職員に提示しなければならない。なお、変更時と完成時

の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。 
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Ⅱ 管路工事 

４．管路工事 
 

４．１ 施工一般 

 

4.1.1～4.1.8（略） 

 

4.1.9 埋戻工 

１（略） 

２．埋戻しに際しては、所定の土砂を用いて片埋めにならないように注

意するとともに、原則として管上 10cm までは一層の仕上がり厚 15
㎝毎に人力により突き固め、その後は当該道路管理者の占用工事指示

書等に従わなければならない。 
３～５（略） 

 

4.1.10～4.1.40（略） 

 

4.1.41 埋設表示シート工 

１．水道施設を埋設した場合は、必ず埋設表示シートを路床と路盤の間

に埋設しなければならない。なお、埋設位置に他の占用物等がある場

合は監督員の指示に従うこと。 

２（略） 

 

Ⅱ 管路工事 

４．管路工事 
 

４．１ 施工一般 

 

4.1.1～4.1.8（略） 

 

4.1.9 埋戻工 

１（略） 

２．埋戻しに際しては、所定の土砂を用いて片埋めにならないように注

意するとともに、原則として管上 30cm までは一層の仕上がり厚 15
㎝毎に人力により突き固め、その後は当該道路管理者の占用工事指示

書等に従わなければならない。 
３～５（略） 

 

4.1.10～4.1.40（略） 

 

4.1.41 埋設表示シート工 

１．水道施設を埋設した場合は、必ず埋設表示シートを水道施設より上

側に 30ｃｍ又は、路床と路盤の間に埋設しなければならない。なお、

埋設位置に他の占用物等がある場合は監督員の指示に従うこと。 

２（略） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（削除） 
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Ⅴ 工事関係要領等 

１７．埋設管の腐食対策要領（略） 

１８．管名称等の明示要領 
 

１（略） 

 

２．明示シート 

(1)・(2)（略） 

(3)  敷設方法 

① 明示シートは、路床と路盤の間に管布設延長と同延長敷設す

るものとする。 

  ②・③（略） 

 

１９・２０（略） 

２０－１．工事記録写真撮影要領（用水供給事業）（略） 

２０－２．工事記録写真撮影要領（水道事業） 

１・２（略） 
工事撮影写真一覧 
 
 
 
 
 

Ⅴ 工事関係要領等 

１７．埋設管の腐食対策要領（略） 

１８．管名称等の明示要領 
 

１（略） 

 

２．明示シート 

(1)・(2)（略） 

(3)  敷設方法 

① 明示シートは、管天端から 30 ㎝上に管布設延長と同延長敷設

するものとする。 

  ②・③（略） 

 

１９・２０（略） 

２０－１．工事記録写真撮影要領（用水供給事業）（略） 

２０－２．工事記録写真撮影要領（水道事業） 

１・２（略） 
工事撮影写真一覧 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（変更） 
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２１～２３（略） 

２４．千葉県土木工事標準仕様書等 

 広域連合企業団水道工事標準仕様書に記載されていない基準等につ

いては、次によるものとする。 

１ 千葉県土木工事共通仕様書 

 

２ 千葉県土木工事施工管理基準 

３ 千葉県建設工事検査要綱 

４ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１～２３（略） 

２４．千葉県土木工事標準仕様書等 

広域連合企業団水道工事標準仕様書に記載されていない基準等につい

ては、次によるものとする。 

１ 千葉県土木工事共通仕様書（その１）〈基準編〉 

２ 千葉県土木工事共通仕様書（その２）〈関係図書編〉 

３ 千葉県土木工事施工管理基準 

４ 千葉県建設工事検査要綱 

５ その他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
 

区分１ 区分２ 区分３
ポイ
ント

撮影間隔 摘　要

仮復旧工 路盤工 〃 40m 仕上げ厚（転圧の厚さ）、幅

各層毎（下がりで撮影）

舗装工 〃 40m 〃

本復旧工＜工区別(路線別)，測点ごと，No.0～＞

本復旧工 仮復旧撤去工 測点 40m 施工状況

表層工、基層工 〃 40m 仕上げ厚（転圧の厚さ）、幅

各層毎（下がりで撮影）

コア測定

（略）

（略）

工事写真帳の構成 写真の撮影

写真整理

区分１ 区分２ 区分３
ポイ

ント
撮影間隔 摘　要

仮復旧工 路盤工 〃 40m 仕上げ厚（転圧の厚さ）

各層毎（下がりで撮影）

舗装工 〃 40m 〃

本復旧工＜工区別(路線別)，測点ごと，No.0～＞

本復旧工 仮復旧撤去工 測点 40m 施工状況

表層工、基層工 〃 40m 仕上げ厚

各層毎（下がりで撮影）

コア測定

（略）

（略）

写真の撮影

写真整理

工事写真帳の構成
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２５・２６（略） 

２７．品質管理基準（水道事業） 

１～３（略） 

 

２５・２６（略） 

２７．品質管理基準（水道事業） 

１～３（略） 

 

 
 
 
 

（変更） 
 
 
 
 
 

 

工　事 工　種 工 種 細 目 試 験 項 目 規　格　値 試 験 基 準 摘　　要 試験成績表等確認

アスファルト舗装工 現場密度の測定

（略）

基準密度の94%以上
X10    96%以上
X6     96%以上
X3     96.5%以上

○締固め度は、個々の平均
値が基準密度の94％以上を
満足するものとする。
○1工事あたり200㎡を超え
3,000㎡以下の場合は３個
の測定値の平均値X3
　3,000㎡を超え6000㎡以
下の場合は、平均値X6
　6,000㎡を超える場合は
６個の測定値の平均X6
　6,000㎡を超える場合は、
10,000㎡を1ロットとし、1
ロットあたり10個の測定値
の平均値X10が規格値を満
足するものとする。
○同一配合の混合物の施工
量が2,000㎡を超える場合
は、上記の内、4,000㎡以
下は３個、4,000㎡を超え
る場合は６個以上について、
密度・As量・粒度の各試験
を公的機関で行うこと。
（例）
 2,000㎡以下      :３個
     （内、公的機関０個）
 2,000㎡～ 3,000㎡:３個
     （内、公的機関３個）
 3,001㎡～ 4,000㎡:６個
     （内、公的機関３個）
 4,001㎡～ 6,000㎡:６個
     （内、公的機関６個）
 6,001㎡～10,000㎡:10個
     （内、公的機関６個）
10,001㎡～20,000㎡:20個
     （内、公的機関６個）
○施工面積200㎡以下の場
合は省略する。
　ただし、道路管理者の指
示があった場合や、現場状
況に応じて必要な場合測定
する。

測定値の平均が規格値
をはずれた場合は、
3,000㎡以下はさらに
３個（X6）、3,000㎡
を超え6,000㎡以下は
さらに４個（X10）追
加した平均値が規格値
を満足すればよい。

道
　
　
路
　
　
復
　
　
旧
　
　
工
　
　
事

(2)アスファルト舗装
　工

（略）

工　事 工　種 工 種 細 目 試 験 項 目 規　格　値 試 験 基 準 摘　　要 試験成績表等確認

　
　

基準密度の94%以上
X10    96%以上
X6     96%以上
X3     96.5%以上

(2)アスファルト舗装
　工

○施工面積200㎡を超え
2000㎡以下の場合は、コア
を３個採取して測定する。
○施工面積200㎡以下の場
合は省略する。
○給水管切替工事は、各路
線毎に１箇所測定する。
　ただし、道路管理者の指
示があった場合や、現場状
況に応じて必要な場合測定
する。

現場密度の測定アスファルト舗装工

道

（略）

（略）


